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衆
議
院
議
員
枝
村
要
作
君
提
出
山
陽
エ
バ
ー
ア
ル
ミ
株
式
会
社
の
労
使
紛
争
に
関
す
る
質
問
に
対
し
、
別
紙
答

弁
書
を
送
付
す
る
。 
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三 

 
衆
議
院
議
員
枝
村
要
作
君
提
出
山
陽
エ
バ
ー
ア
ル
ミ
株
式
会
社
の
労
使
紛
争
に
関
す
る
質
問
に
対 

す
る
答
弁
書 

一
及
び
二
に
つ
い
て 

1 

山
陽
エ
バ
ー
ア
ル
ミ
株
式
会
社
（
以
下
「
エ
バ
ー
ア
ル
ミ
」
と
い
う
。
）
に
お
い
て
は
、
不
況
の
影
響
等
に
よ

り
、
ア
ル
ミ
サ
ッ
シ
部
門
を
中
心
に
受
注
量
が
大
幅
に
減
少
し
、
昭
和
四
十
九
年
七
月
よ
り
操
業
短
縮
を
続

け
、
昭
和
五
十
年
一
月
か
ら
三
月
ま
で
雇
用
調
整
給
付
金
の
支
給
を
受
け
る
等
し
て
き
た
が
、
業
績
が
さ
ら

に
悪
化
し
た
た
め
、
昭
和
五
十
二
年
四
月
二
十
二
日
、
総
評
全
国
金
属
労
働
組
合
山
陽
エ
バ
ー
ア
ル
ミ
支
部

（
以
下
「
組
合
」
と
い
う
。
）
に
対
し
て
、
同
年
五
月
九
日
か
ら
十
六
日
ま
で
の
間
に
百
六
十
七
名
の
希
望
退
職

者
の
募
集
を
行
う
と
と
も
に
、
従
業
員
七
十
名
を
も
つ
て
形
材
部
門
を
中
心
と
し
て
会
社
の
存
続
を
図
る
こ

と
と
す
る
存
続
計
画
を
提
案
し
た
と
聞
い
て
い
る
。 



な
お
、
こ
れ
に
先
立
ち
、
同
年
一
月
十
八
日
に
も
、
エ
バ
ー
ア
ル
ミ
は
、
組
合
に
対
し
て
同
趣
旨
の
存
続

計
画
を
提
案
し
た
と
聞
い
て
い
る
。 

こ
れ
に
対
し
、
組
合
は
エ
バ
ー
ア
ル
ミ
に
対
し
て
、
そ
の
提
案
に
係
る
存
続
計
画
の
白
紙
撤
回
と
組
合
が

協
議
に
応
じ
ら
れ
る
よ
う
な
内
容
の
再
建
案
の
提
示
を
求
め
る
一
方
、
合
理
化
反
対
支
援
共
闘
会
議
（
昭
和

五
十
一
年
十
二
月
二
十
四
日
結
成
）
と
と
も
に
山
口
県
山
陽
町
議
会
及
び
同
町
当
局
に
対
し
て
エ
バ
ー
ア
ル

ミ
の
再
建
に
つ
い
て
申
入
れ
を
行
う
等
し
て
い
る
と
聞
い
て
い
る
。
な
お
、
本
件
に
関
し
て
は
、
現
在
ま
で

ス
ト
ラ
イ
キ
は
行
わ
れ
て
い
な
い
よ
う
で
あ
る
。 

一
方
、
山
陽
町
に
お
い
て
は
、
昭
和
五
十
二
年
一
月
十
日
、
エ
バ
ー
ア
ル
ミ
に
対
し
て
合
理
化
の
回
避
に

つ
い
て
要
請
す
る
と
と
も
に
、
同
日
、
町
議
会
に
雇
用
安
定
対
策
特
別
委
員
会
を
、
ま
た
、
町
当
局
に
臨
時

雇
用
対
策
本
部
を
設
置
し
、
山
口
県
と
の
連
絡
の
下
に
エ
バ
ー
ア
ル
ミ
問
題
等
に
つ
い
て
関
係
機
関
に
要
請

活
動
を
行
う
等
し
て
い
る
と
聞
い
て
い
る
。 

四 

 



三
に
つ
い
て 

2 
エ
バ
ー
ア
ル
ミ
山
陽
町
工
場
は
、
山
口
県
及
び
山
陽
町
が
当
該
産
炭
地
域
の
振
興
を
図
る
た
め
誘
致
し
た

工
場
で
あ
る
。
エ
バ
ー
ア
ル
ミ
は
、
地
域
振
興
整
備
公
団
（
産
炭
地
域
振
興
融
資
部
門
）
か
ら
設
備
資
金
の
融

資
を
受
け
る
と
と
も
に
、
山
陽
町
工
場
設
置
奨
励
条
例
等
に
基
づ
き
同
町
よ
り
優
遇
措
置
を
受
け
て
い
る
。 

古
河
ア
ル
ミ
ニ
ウ
ム
工
業
株
式
会
社
は
、
昭
和
四
十
五
年
、
エ
バ
ー
ア
ル
ミ
（
当
時
の
名
称
は
山
陽
ア
ル
ミ

工
業
株
式
会
社
）
の
株
式
の
十
パ
ー
セ
ン
ト
を
取
得
し
て
以
来
、
保
有
株
式
を
増
加
し
、
昭
和
五
十
一
年
以
降

は
、
関
係
会
社
に
よ
る
保
有
株
式
を
含
め
て
百
パ
ー
セ
ン
ト
の
株
式
を
保
有
し
て
い
る
と
聞
い
て
い
る
。 

な
お
、
一
般
に
、
地
域
振
興
整
備
公
団
の
設
備
資
金
の
融
資
を
受
け
た
産
炭
地
域
へ
の
進
出
企
業
が
経
営

不
振
に
陥
つ
た
場
合
に
は
、
当
該
企
業
の
経
営
の
回
復
と
安
定
を
図
る
観
点
か
ら
運
転
資
金
の
融
資
、
設
備

資
金
の
返
済
金
の
償
還
猶
予
等
の
措
置
を
講
じ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。 

ま
た
、
昭
和
四
十
五
年
九
月
に
古
河
ア
ル
ミ
ニ
ウ
ム
工
業
株
式
会
社
を
退
職
し
た
者
が
エ
バ
ー
ア
ル
ミ
の
役 

五 

 



四
に
つ
い
て 

五
に
つ
い
て 

エ
バ
ー
ア
ル
ミ
の
存
続
計
画
提
案
の
事
情
に
つ
い
て
は
、
前
記
一
及
び
二
に
つ
い
て
の
答
弁
の
と
お
り
聞
い

て
い
る
が
、
そ
の
余
に
つ
い
て
は
承
知
し
て
い
な
い
。 

古
河
電
気
工
業
株
式
会
社
は
、
現
在
古
河
ア
ル
ミ
ニ
ウ
ム
工
業
株
式
会
社
の
株
式
の
六
十
八
・
三
三
パ
ー
セ

ン
ト
を
保
有
し
て
い
る
。 

政
府
と
し
て
は
、
当
該
地
域
に
お
け
る
雇
用
情
勢
等
を
十
分
勘
案
し
、
山
口
県
当
局
と
連
絡
の
う
え
、
エ 

バ
ー
ア
ル
ミ
の
再
建
と
紛
争
解
決
へ
の
労
使
当
事
者
の
自
主
的
努
力
を
期
待
し
つ
つ
、
関
係
者
に
対
し
必
要
な

助
言
・
指
導
等
を
行
つ
て
ま
い
る
所
存
で
あ
る
。 

員
に
就
任
し
て
以
来
、
現
在
エ
バ
ー
ア
ル
ミ
の
代
表
取
締
役
社
長
以
下
五
名
の
役
員
に
就
任
す
る
に
至
つ
て
い

る
と
聞
い
て
い
る
。 

六 

 



 

七 

右
答
弁
す
る
。 




